
【京丹後市内における刑法犯認知件数の過去１０年間の推移】

（出典：平成２２年犯罪統計書・京丹後警察署提供資料）
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　１．犯罪被害者等支援条例を提案するまでの経過
　　９月　９日　京丹後警察署長と市長との面談
　１１月２５日　京丹後犯罪被害者支援連絡協議会からの意見聴取
　１２月　８日　京都府警察本部による関連法規の説明及び意見交換
　１２月１２日　京丹後市保護司会役員からの意見聴取
　１２月１３日　市内の犯罪被害者から意見聴取

　　　３．「京丹後市犯罪被害者等支援条例」の
　　　制定により新たに取組む施策とその考え方

（１）庁内連絡会議の設置
　　　市役所として総合的な犯罪被害者等の支援を行うため、
　　新たに庁内連絡会議を設け、市役所全体で犯罪被害者等の
　　支援に取組みます。
（２）関係機関等との連絡調整
　　　犯罪被害者等の支援は、国・京都府・警察・民間団体等
　　による様々な制度があるので、個々の事案によって的確な
　　情報提供や助言を行うとともに、関係機関等と被害者の橋
　　渡しをします。
（３）見舞金の支給
　　　犯罪被害にあったために緊急に必要になる費用に対する
　　経済的な支援をします。
　　　[見舞金の額及び種類]
　　　　遺族見舞金30万円　傷害見舞金10万円
（４）市有の住居の一時的な提供
　　　自宅が犯罪の現場になるなど、従前の住居に居住する
　　ことが困難になった場合に、市有の住居を一時的に提供し
　　ます。
（５）「市民相談室」の機能の充実
　　　既に設置している市の総合的窓口である「市民相談室」
　　における犯罪被害者等からの相談機能を充実します。
（６）教育活動の実施
　　　犯罪被害者等の置かれた状況等に関する児童等の理解
　　を深めるため、学校等での教育活動に取組みます。
（７）広報・啓発の実施
　　　犯罪被害者等の支援に関する市民の理解を深めるため、
　　広報啓発活動に取組みます。

　２．１に示す意見聴取等で出された主な意見
・犯罪被害に遭うことは誰も想像していない。
・犯罪被害者等支援条例ができることで、誰もが加害者にも被害者にもな
　らないための意識付け、被害者の心情に配慮しながら地域全体で被害者
　を支える重要性が広く認識されること、そして、万が一市民が犯罪被害
　を被った場合の具体的な支援制度ができることは、市民にとって大きな
　メリットである。
・加害者の責任をうやむやにするようなことになってはならない。
・京丹後市の将来を担う子どもたちに、犯罪被害者等による講演を聞かせ
　る教育活動を実施することで、犯罪のない安心で安全なまちづくりにつ
　ながる。


